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　取引又は、証明に使用する計量器は、計量法で2年に一度実施する定期検査を受検することが義務付けられて
います。次のとおり検査を実施しますので受検してください。

　医療や介護が必要になっても、自分らしく住みなれた地域で、ずっと住み続けることができるよう、生活のちょ
っとした困りごとを助ける生活支援ボランティアを養成する講座を行います。皆で支え合って住みよい地域づ
くりのために、是非ご参加ください！！

【対　象】地域活動に関心のある方、ボランティア活動を実践されている方などどなたでも参加できます！
【場　所】すこやかセンター伊野内　大会議室又はあったかふれあいセンター
【定　員】30名程度
【受講料】無料
【申込・問い合わせ】いの町社会福祉協議会　あったかふれあいセンター
　　　　　　　　　　（すこやかセンター伊野内）　893－5920
　　　　　　　　　　電話又は直接お申し込みください。
　　　　　　　　　　※会場準備のため、事前の申込をお願いします。

計量器の定期検査のお知らせ

★広げよう！地域のつながり・助けあい

あったか まなび家

■問い合わせ　高知県計量検定所    845－7770

検査日

日程 内容 講師
　※1講座のみの参加もOKです。

9/16（水）
13:30～15:30

9/30（水）
13:30～15:00

10/23（金）
13:30～15:00

11月ごろ予定

いざという時に備えて
～災害時の救急法～

外出サポートボランティア
～車椅子介助、誘導の仕方を学ぶ～

地域で子育て！～いの町の取組～

地域ボランティア活動の紹介

仁淀消防組合消防署

訪問看護ステーションおたすけまん
理学療法士　岡崎　明美 氏

いの町地域子育て支援センター
ぐりぐらひろば　畠山あゆみ 氏

助けあいたい伊野「結」
会長　松岡　陽子 氏

受付時間 場　所

9月14日（月）

9月15日（火）

9月16日（水）

9月28日（月）

9月29日（火）

9月30日（水）～12月18日（金）
（土、日、祝日を除く。）

11：00～12：00
13：30～15：00
9：30～10：00
10：45～12：00
10：00～11：30
13：30～14：30
10：30～11：30
13：30～14：30
9：30～12：00
13：00～15：30
9：00～12：00
13：00～16：00

吾北山村開発センター
吾北中央公民館
土佐れいほく農業協同組合　脇ノ山事業所
本川総合支所
旧伊野町農業協同組合　八田支所
波川公民館
旧伊野町農業協同組合　神谷支所
高知県中部教育事務所

すこやかセンター伊野

高知県計量検定所

臨時福祉給付金について、9月1日（火）から申請受付を開始します。
給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。

　消費税率引き上げの影響などを踏まえ、所得の低い方に対して、臨時的な措置として実施します。

「臨時福祉給付金」に関するお知らせ
■問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）   893－3818　  893－3810

1．給付の目的

【支給対象者】　平成27年度分の市町村民税(均等割)が課税されていない方が対象です。
　　　※支給対象者は基準日（平成27年1月1日）にいの町に住民票がある方です。
　　　※ただし、次の①②のいずれかに該当する方は、対象となりません。
　　　　　①平成27年度分の市町村民税（均等割）が課税されている方の扶養親族など
　　　　　②生活保護制度における被保護者など
【支　給　額】　対象者1人につき6,000円（1回限り）

2．支給要件及び支給額

・申請期間などは、各市町村により異なります。いの町以外が申請先になる場合は、事前にその市町
村に問い合わせるか、ホームページなどで確認をお願いします。
・平成27年度は、「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」の両方を受け取ることができ
ます。その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。
・「子育て世帯臨時特例給付金」の申請期限は、11月30日（月）です。
　支給対象者となる可能性のある方でまだ申請されていない方は、申請期限までに上記窓口まで提出
をお願いします。申請書が届いていない場合や、ご不明な点がありましたら、問い合わせ先までご
連絡ください。

7．ご注意

　支給対象となる可能性がある方には、9月上旬
に申請書などを郵送する予定です。
（※申請書が届いても審査の結果、給付金の対象
とならない場合があります。）

3．給付金申請書の発送について

　送付された申請書に必要事項を記入・押印の上、
必要書類を添付して申請してください。
　記入方法や必要書類については、申請書に同封
します記入要領などを参考にしてください。
　申請内容を審査後、支給対象となった方には「支
給決定通知書」を、支給の対象とならなかった方
には「不支給決定通知書」を送付します。
　給付金の支給は10月から順次行います。

4．支給申請の手続きについて

【郵送申請】
　申請書に同封する返信用封筒で申請書・必要書
類などを郵送してください。
【窓口申請】
・ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）
・本庁 給付金受付窓口（2階）
・吾北総合支所 住民福祉課
・本川総合支所 住民福祉課
※9月の窓口申請は大変混み合うことが想定され
ます。
　なるべく、郵送申請にご協力ください。

5．申請方法

申請期間：平成27年9月1日（火）
　　　　　　　　　～平成28年1月29日（金）
受付時間：平日8：30 ～ 17：15
※ただし、ほけん福祉課(すこやかセンター伊野
内)のみ、9月12日（土）、13日（日）は8：30
～17：15まで受け付けます。
※申請期間外の申請は、原則受け付けることがで
きませんのでご注意ください。
※郵送申請の場合は、平成28年1月29日（金）の
消印まで有効とします。

6．申請期間及び受付時間


